
令 和 ６ 年
８月23日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
（
環
境
政
策
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
指
定
（
厚
政
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

海
岸
保
全
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
漁
港
漁
場
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

換
地
処
分
の
届
出
（
都
市
計
画
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
砂
防
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
認
定
（
消
防
保
安
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

基
本
測
量
の
実
施
の
終
了
（
監
理
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

公
共
測
量
の
実
施
の
終
了
（
四
件
）
（
監
理
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
安
委
公
告

契
約
の
締
結

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
三
十
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
六
年
八
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

光
市
大
字
光
井
字
武
田
四
七
二
〇
の
一
部

二

特
定
有
害
物
質
の
種
類

シ
ア
ン
化
合
物
並
び
に
水
銀
及
び
そ
の
化
合
物

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

光
市
大
字
光
井
字
武
田
四
七
二
〇
の
一
部

二

特
定
有
害
物
質
の
種
類

水
銀
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物

山
口
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
八
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

佐
々
木
外
科
病
院

山
口
市
泉
都
町
九
番
一
三
号

令
和
六
、

五
、
三
一

か
わ
は
ら
薬
局

宇
部
市
山
門
四
丁
目
一
番
二
四
号

〃

〃

〃

ア
イ
プ
ラ
ス
薬
局
平
井
店

山
口
市
平
井
二
九
八
の
六

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
六
年
八
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

佐
々
木
医
院
メ
デ
ィ
カ
ル
プ
ラ

ザ

山
口
市
泉
都
町
九
番
一
三
号

令
和
六
、

六
、

一

う
め
だ
皮
ふ
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

岩
国
市
錦
見
六
丁
目
一
四
番
三
三
号

〃

七
、

〃

一
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マ
リ
ン
薬
局
上
宇
部
店

宇
部
市
山
門
四
丁
目
一
番
二
四
号

〃

六
、

〃

い
ち
か
薬
局

山
口
市
平
井
三
〇
〇
の
一

〃

〃

二
七

調
剤
薬
局
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ

コ
ー
プ
こ
こ
と
い
ず
み
店

〃

泉
町
九
番
二
号

〃

七
、

一

平
井
薬
局

〃

平
井
二
九
八
の
六

〃

六
、

〃

イ
オ
ン
薬
局
防
府
店

防
府
市
中
央
町
一
番
三
号

〃

〃

二
八

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

指
定
年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

三
和
ヒ
ュ
ー
マ
ン

サ
ポ
ー
ト
株
式
会

社

宇
部
市
文
京
台
三

丁
目
一
三
番
二
号

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
い
き
い
き

参
宮
通
り

宇
部
市
海
南
町
一

六
番
二
七
号

令
和
六
、六
、

一

山
口
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号

海
岸
保
全
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
三
十
三
年
山
口
県
告
示
第
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
八
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

三
十
四
の
五

山
口
県
山
口
南
沿
岸
秋
穂
漁
港
海
岸
大
海
地
区
海
岸
に
関
す
る
部
分
中
「
九
の
二

北
緯
三
四
度
〇
二
分
〇
九
・
四
七
七
〇
秒
東
経
一
三
一
度
二
八
分
三
四
・
〇
二
九
九
秒
の
点
」
を
「
九

の
二

北
緯
三
四
度
〇
二
分
〇
七
・
八
八
九
二
秒
東
経
一
三
一
度
二
八
分
三
四
・
四
三
二
五
秒
の
点
」

に
改
め
る
。

山
口
県
告
示
第
二
百
四
十
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
周
南

都
市
計
画
事
業
富
田
西
部
第
一
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
者
周
南
市
か
ら
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行

地
区
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
換
地
処
分
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
八
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

換
地
処
分
の
年
月
日

令
和
六
年
四
月
十
七
日

二

換
地
処
分
の
内
容

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日
認
可
さ
れ
た
換
地
計
画
の
と
お
り

山
口
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
六
十
三
年
山
口
県
告
示
第
四
百
五
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
八
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

六
連
島
地
区
に
関
す
る
部
分
二

区
域
の
範
囲
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
九
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号

と
九
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

市

名

大

字

名

字

名

地

番

標

柱

番

号

下

関

市

六

連

島

空

方

一
二
二
の
一
地
先

一
号

〃

〃

〃

一
二
二
の
一

二
号

〃

〃

〃

一
〇
〇
三
九
地
先

三
号

〃

〃

〃

一
二
三

四
号

〃

〃

〃

一
二
三

五
号

〃

〃

〃

一
一
七

六
号

〃

〃

〃

一
一
八

七
号

〃

〃

〃

一
一
七

八
号

〃

〃

〃

一
一
九

九
号

公

告

（
一
四
九
）
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
認
定

次
の
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
に
対
し
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に

二
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関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
の
認
定
を
し
ま
し

た
。

令
和
六
年
八
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

氏
名
又
は
名
称

住

所

認

定

基

準

認
定
年
月
日

高
山
石
油
ガ
ス
株

式
会
社

下
松
市
大
字
平
田

一
一
一

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
通

商
産
業
省
令
第
十
一
号
）
第
四
十
六
条
第
一
号

に
掲
げ
る
基
準

令
和
六
年
七
月
二
十

六
日

晃
和
興
産
株
式
会

社

柳
井
市
南
町
七
丁

目
九
番
一
号

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
十
六
条
第

一
号
に
掲
げ
る
基
準

令
和
六
年
七
月
三
十

一
日

（
一
五
〇
）
基
本
測
量
の
実
施
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
六
年
八
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

基
本
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
）

二

作
業
の
地
域

下
関
市

三

作
業
の
期
間

令
和
五
年
五
月
十
九
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

一

作
業
の
種
類

基
本
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
）

二

作
業
の
地
域

宇
部
市
、
山
口
市
、
防
府
市
及
び
美
祢
市

三

作
業
の
期
間

令
和
五
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（
一
五
一
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
周
南
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ

り
ま
し
た
。

令
和
六
年
八
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
数
値
撮
影
（
デ
ジ
タ
ル
）
及
び
写
真
地
図
作
成
）

二

作
業
の
地
域

周
南
市

三

作
業
の
期
間

令
和
五
年
五
月
十
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
二
十
九
日
ま
で

（
一
五
二
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
岩
国
土
木
建
築
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た

旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
六
年
八
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
深
）

二

作
業
の
地
域

岩
国
市
及
び
周
南
市

三

作
業
の
期
間

令
和
五
年
八
月
五
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
二
十
九
日
ま
で

（
一
五
三
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
萩
土
木
建
築
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨

の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

二
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令
和
六
年
八
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
及
び
地
形
測
量
）

二

作
業
の
地
域

萩
市
大
字
椿
東

三

作
業
の
期
間

令
和
五
年
八
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
ま
で

（
一
五
四
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
口
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ

り
ま
し
た
。

令
和
六
年
八
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二

作
業
の
地
域

山
口
市
陶

三

作
業
の
期
間

令
和
六
年
一
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
九
日
ま
で

公
安
委
員
会

公

告契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
六
年
八
月
二
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

交
通
信
号
灯
器

六
八
九
台

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
七
月
十
二
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

コ
イ
ト
電
工
株
式
会
社

静
岡
県
駿
東
郡
長
泉
町
南
一
色
七
二
〇
番
地

六

落
札
金
額

二
千
八
百
三
万
七
千
二
十
円

七

入
札
公
告
日

令
和
六
年
五
月
三
十
一
日

八

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

調
達
方
法

購
入

㈢

落
札
方
式

最
低
価
格

令
和
六
年
八
月
二
十
三
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
六
年
八
月
二
十
三
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

四

山 口 県 報 （定期） 第 531 号令和６年８月23日 金曜日


